
保険料は、介護保険を支える大切な財源です
問合せ　高齢介護課緯運
第 号被保険者（ 歳以上）平成 年度介護保険料

算出方法保険料年額対象者段　階

基準額× ., 円生活保護受給者および世帯全員が市民
税非課税の老齢福祉年金受給者第 段階

基準額× ., 円
世帯全員が市民税非課税で、(合計所得
金額＋課税年金収入)≦ 万円／年を満
たす場合

第 段階

基準額× ., 円
世帯全員が市民税非課税で、第 段階
以外の人で(合計所得金額＋課税年金収
入)≦ 万円／年の人

特例
第 段階

基準額× ., 円
世帯全員が市民税非課税で、第 段階
以外の人で(合計所得金額＋課税年金収
入)＞ 万円／年の人

第 段階

基準額× ., 円
本人が市民税非課税で、(合計所得金額
＋課税年金収入)≦ 万円／年で、世帯
に市民税課税者がいる場合

特例
第 段階

基準額, 円本人が市民税非課税で、世帯に市民税
課税者がいる場合

第 段階
（基準額）

基準額× ., 円本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が 万円未満の場合第 段階

基準額× ., 円本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が 万円以上 万円未満の場合第 段階

基準額× ., 円本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が 万円以上 万円未満の場合第 段階

基準額× ., 円本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が 万円以上の場合第 段階
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介
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介
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介
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介
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介
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介
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介
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療
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納
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れ
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収
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収
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収
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介
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問合せ　廃棄物対策課緯運
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取
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取
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①
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②
事
業
所
の
部　

市
内
の
事
業
所

③
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①

②
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す
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催
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取
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棄

物
対
策
係
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チ
レ
ン
ジ
目
標
達
成
の
た
め
に

　

今
回
は

正
し
い
ご
み
分
別
の
促
進

に
つ
い
て
お
話
し
ま
す

　

前
回

チ
レ
ン
ジ
目
標
達
成
の
た

め
の
ご
み
の
削
減
量

人

日
当

た
り

を
達
成
す
る
に
は
平

成　

年
度
実
績
で

ほ
ど
の

削
減
が
必
要

を
お
話
し
ま
し
た

ご
み
を
削
減
す
る
た
め
に
は

ご
み
を

正
し
く
分
別
す
る
こ
と
が
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可
欠
で
す

　

市
で
は
正
し
い
ご
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の
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別
を
進
め

る
た
め

ご
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出
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ら
れ
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タ
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テ
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れ
て
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告
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収
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告
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れ
て

い
な
い
項
目
に
チ

ク
を
い
れ
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よ
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収
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し
て
く
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さ
れ
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な
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れ
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が

割
程
度

含
ま
れ
て
い
ま
す

そ
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た
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ラ
シ
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底
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資
源
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促
し

て
い
ま
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家
庭
や
職
場
で

も
う
一
度
ご
み

の
分
別
に
つ
い
て
確
認
し

ご
み
の
減

量
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

今
年
度
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募
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は

月　

日
で
締

め
切
り
ま
し
た
が

月　
日

ま
で

の
間

資
源
回
収
推
進
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体
登
録
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追
加
募
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を
し
て
い
ま
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詳
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市
ホ

ム
ペ

ジ
ま
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廃
棄
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対
策
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い

ごみインフメシン
　

廃
棄
物
処
理
や
ご
み
処
理
な
ど
に
関
す
る
お
知
ら
せ
を

　

シ
リ

ズ
で
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す

問合せ
廃棄物対策課緯運9133No.8

こ
の
ス
テ
カ
が
貼
ら
れ
残
さ
れ
て
い
る
ご
み
は

ご
み
出
し
ル
ル
が
守
ら
れ
て
い
な
い
ご
み
で
す
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資
源
回
収
推
進
団
体
登
録
の

追
加
募
集

市有地を売却します
問合せ　用地管財課緯運

売払価格（円）
実測面積

地目所在・地番物件
番号 坪平方メートル

, ,..宅地物見東一丁目 番

, ,..宅地物見東二丁目 番

, ,..宅地物見東二丁目 番

, ,..宅地物見東二丁目 番

, ,..宅地物見東二丁目 番

, ,..宅地物見東二丁目 番

, ,..宅地物見西一丁目 番

, ,..宅地物見西二丁目 番

, ,..宅地物見西二丁目 番

, ,..宅地物見東二丁目 番

, ,..宅地八坂二丁目 番

, ,..宅地大野中央一丁目 番①

, ,..宅地大野中央一丁目 番②

, ,..宅地宮島口東三丁目 番

, ,..宅地下平良一丁目 番
※物件番号 ，，，，， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， は売却済です

■公募抽選の売却物件
　（物件番号 ～ ）
　申込者が複数の場合は、抽選で
当選者を決定します。
※抽選の場合は、後日申込者に結
果を通知します

申込資格　個人
受付期間　 月 日 ～ 日
　　　　　 時～ 時 分
受付場所　市役所 階用地管財課
申込方法　詳細は、用地管財課に
備え付けの申込要領または市
ホームページをご覧いただき、
指定の用紙で申し込んでくださ
い。

期間終了後の売却　公募抽選の申
し込みがない物件は、個人およ
び法人を対象に 月 日 から
先着順で売却します。

Topics


